
平成２５年度自転車規格標準化事業 

ＪＩＳ関係実施報告書 

（一財）自転車産業振興協会 

                             技 術 研 究 所 

 

当協会は、自転車ＪＩＳ原案作成団体として、これまで多くの自転車ＪＩＳ規格の

改正・審議を実施している。平成２４年度改正案件の審議並びに平成２５年度事業計

画の承認を得るべく、学識経験者、使用者、製造者、中立者で構成する「自転車ＪＩ

Ｓ原案作成委員会」を設置・開催するとともに、昨今、製品や技術のグローバル化に伴

い、国際標準（ＩＳＯ）と各国規格の整合化が進められていく中で、ＪＩＳとＩＳＯの整

合化も検討していく必要性が生じたことから、業界有識者等で構成する「ＩＳＯ／ＪＩ

Ｓ整合化研究委員会」を設置して、現行ＪＩＳとＩＳＯとの整合化に係る研究を実施

した。 

 

Ⅰ．自転車ＪＩＳ原案作成委員会 

１．会議等の開催 

（１）第１回自転車ＪＩＳ原案作成委員会 

日 時：平成２５年５月２７日 

場 所：日本自転車会館８０１会議室 

議 題：Ｃ９５０２改正案件の審議・平成２５年度事業計画の承認 

 

Ⅱ．ＩＳＯ／ＪＩＳ整合化研究委員会 

１．会議等の開催 

（１）第１回ＩＳＯ／ＪＩＳ整合化研究委員会 

日 時：平成２５年５月２３日 

場 所：（一財）自転車産業振興協会 会議室 

議 題：ＩＳＯ／ＪＩＳ整合化に係る基本的考え方 

（２）第２回ＩＳＯ／ＪＩＳ整合化研究委員会 

日 時：平成２５年７月１２日 

場 所：（一財）自転車産業振興協会 会議室 

議 題：ＩＳＯ／ＪＩＳ整合化に係る検討方法 

（３）ＩＳＯ／ＪＩＳ整合化研究委員会・作業部会 

日 時：平成２５年１０月１日 

場 所：（一財）自転車産業振興協会 技術研究所 

議 題：ＩＳＯ／ＪＩＳ整合化に係る具体的検討方法 

（４）第３回ＩＳＯ／ＪＩＳ整合化研究委員会 

日 時：平成２５年１１月１３日 

場 所：日本自転車会館２号館８０４会議室 



議 題：ＩＳＯ／ＪＩＳ整合化に係る基本的方向性の取りまとめ 

（５）ＩＳＯ／ＪＩＳ整合化研究委員会・作業部会 

日 時：平成２６年２月１９日 

場 所：名古屋・タキビル４階 第１会議室 

議 題：ＩＳＯ／ＪＩＳ整合化に係る改正案のたたき台検討 

（６）第４回ＩＳＯ／ＪＩＳ整合化研究委員会 

日 時：平成２６年３月２８日 

場 所：航空会館２０５会議室 

議 題：ＩＳＯ／ＪＩＳ整合化に係る改正案の具体的取り組み 

 

Ⅲ．ＩＳＯ／ＪＩＳ整合化研究の概要（成果） 

 ・日本が主導的立場で改正作業を実施している「ＩＳＯ４２１０」改正案と、現

行ＪＩＳの整合化について研究を実施した結果、総論では整合化の方向で検討

していく基本方針を確認した。  

       ・上記の基本方針を踏まえ、現行ＪＩＳ体系に対して、改正ＪＩＳ案（ＩＳＯと

の相関含む）体系図等を策定した上で、ＩＳＯとの整合化に係る以下のＪＩＳ

体系変更のポイント等を抽出した。 

    ① 現行Ｄ９１０１（用語）を廃止して、Ｄ９１１１（分類・諸元）に統合。 

    ② 現行ＪＩＳに新たに「スポーツ用自転車（マウンテンバイク・レーシング

車）」のカテゴリーを追加。 

    ③ 安全要求事項（共通項目）のみを規定。 

    ④ 各種試験方法をパート毎に分離して新規に規定。 

  ・上記の基本方針並びにＪＩＳ体系変更ポイントを踏まえ、一部、部品メーカー

等に事前ヒアリングを実施し、整合化について概ね総論では賛成との感触を得

た。 

  ・平成２６年度以降の整合化に係る改正案のたたき台を策定した。 

 

Ⅳ．技術研究所の業務 

   技術研究所は「自転車ＪＩＳ原案作成団体」の事務局機能を担っており、自転

車に関わる各種検証試験等を実施の上、得られた基礎データを分析・解析して、

ＪＩＳ改正案の素案（たたき台）の策定をはじめ、関係機関との意見調整、業界

有識者で構成する会議を開催して改正案の取りまとめを行うほか、ホームページ

を通じて業界に広くパブリックコメントを募集するなど、自転車ＪＩＳ改正に関

わる一連の作業を実施している。 

一方、自転車に関わる製品事故等に対しては、現行ＪＩＳの妥当性について検

証試験を行うなど、物づくりの指針であるＪＩＳの見直し作業等について、業界

の主導的立場で実施している。 

   他方、昨今、製品や技術のグローバル化に伴い、国際標準（ＩＳＯ）と各国規格の



整合化が進められていく中で、現行の自転車ＪＩＳとＩＳＯの整合化も検討していく

必要性が生じたことから、業界有識者で構成する委員会を設置して、鋭意、取り組

んでいる。 

 

Ⅴ．本事業の効果 

   自転車ＪＩＳ原案作成団体として、技術研究所が中心となって、関係省庁及び

関連団体、製造事業者等と一致協力して、物づくりの指針であるＪＩＳの見直し

作業等を主導的立場で実施することにより、国内製品の品質向上に資するととも

に、消費者の安全性確保を図ることができる。 

 

以  上 


